
一
八
七
七
年
（
明
治
一
○
）
一
二
月
発
行
『
内
務
省
衛
生
局
第
一
第
二
報
告
』
に
「
伝
染
病
ノ
本
邦
二
行
ハ
ル
ル
者
発
斑
窒
扶
斯
、
腸
窒
扶

斯
、
痘
瘡
、
赤
痢
、
悪
性
咽
喉
炎
ノ
如
キ
…
。
：
」
と
あ
っ
て
発
疹
チ
フ
ス
は
発
斑
チ
フ
ス
と
し
て
登
載
さ
れ
て
い
る
。
一
八
七
九
年
（
明
治
一

二
）
六
月
発
行
同
『
第
四
次
年
報
』
に
は
「
本
周
年
二
於
テ
各
地
方
二
流
行
シ
タ
ル
悪
性
伝
染
病
〈
腸
窒
扶
斯
、
虎
列
刺
、
赤
痢
、
天
然
痘
、

実
扶
的
里
亜
ノ
五
種
ニ
シ
テ
：
。
…
」
と
し
て
こ
こ
に
は
発
疹
チ
フ
ス
は
登
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
八
八
○
年
（
明
治
一
三
）
六
月
発
行
の
『
第

五
次
年
報
』
で
は
上
記
五
種
伝
染
病
に
発
疹
チ
フ
ス
を
加
え
て
六
種
と
し
て
い
る
。

当
時
ま
だ
伝
染
病
定
義
に
関
す
る
明
確
な
法
制
は
な
く
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
ご
ろ
か
ら
各
府
県
で
コ
レ
ラ
、
。
へ
ス
ト
、
ジ
フ
テ
リ
ア
等

（
１
）

の
予
防
に
関
す
る
規
定
を
定
め
、
そ
の
防
疫
を
実
施
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
「
大
阪
府
死
亡
並
流
行
病
取
締
規
則
」
（
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
二

（
２
）

マ
ー
宅

月
一
二
日
）
に
は
「
医
師
悪
性
伝
染
病
第
扶
斯
、
猩
紅
熱
、
赤
痢
、
虎
狼
痢
、
痘
瘡
、
麻
疹
ノ
類
ノ
流
行
ヲ
明
察
ス
ル
時
ハ
：
．
…
」
と
あ
る
。

全
国
的
法
制
と
し
て
取
締
規
則
が
現
わ
れ
た
の
は
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
発
布
の
医
制
第
四
十
六
条
に
「
悪
性
流
行
病
第
扶
私
、
虎
列
刺
、

（
１
）

天
然
痘
、
麻
疹
ノ
類
」
と
あ
り
、
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
）
一
二
月
二
七
日
内
務
省
達
「
町
村
衛
生
事
務
条
項
」
に
は
「
虎
列
刺
、
腸
窒
扶

（
３
）

私
、
発
疹
窒
扶
私
、
痘
瘡
、
麻
疹
、
実
扶
的
里
亜
、
赤
痢
等
ノ
伝
染
病
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
み
る
と
伝
染
病
に
対
す
る
認
識
が
不
明
確
で
、
単
に
チ
フ
ス
と
称
し
て
腸
チ
フ
ス
と
発
疹
チ
フ
ス
を
区
別
せ
ず
、
赤
痢
が
抜
け
て

い
た
り
、
大
阪
府
取
締
規
則
に
猩
紅
熱
を
入
れ
て
い
る
如
き
は
外
国
の
条
例
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
猩
紅
熱
は
一
八
七
七

Ｆ
〕
・
ベ

ﾉレ

ヅ
と
発
疹
チ
フ
ス

恕
碑
率
桂
檸
識
癖
準
一
‐
打
部
》
準
一
稀
昭
和
五
十
七
年
四
月
三
日
受
付

安
井
広
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当
時
獄
内
に
本
症
の
流
行
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
一
八
八
○
年
堺
監
獄
の
例
が
あ
り
、
ま
た
『
内
務
省
衛
生
局
雑
誌
』
第
三
号
に
一
八
七
六
年

（
明
治
九
）
三
月
一
六
日
付
千
葉
県
令
の
「
獄
囚
窒
扶
斯
熱
感
染
ノ
儀
二
付
上
申
書
」
と
い
う
の
が
載
り
、
千
葉
県
共
立
病
院
長
中
属
二
階
堂
謙

の
名
で
そ
の
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。
「
本
月
上
旬
ヨ
リ
寒
川
已
決
監
役
囚
ノ
内
窒
扶
斯
熱
二
罹
ル
者
惣
員
三
十
二
人
、
内
未
治
ノ
者
二
十
七

人
、
全
治
ノ
者
三
人
、
死
亡
二
人
ナ
リ
・
今
其
症
候
…
。
：
左
ノ
加
シ
・
此
病
毒
一
一
感
染
ス
ル
ャ
一
二
日
乃
至
七
八
日
ノ
間
微
々
悪
寒
食
思
減
乏
身

ら
ず
、
発
疹
チ
フ
ス
が
日
圭

言
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
４
）

年
（
明
治
一
○
）
ゞ
ヘ
ル
ツ
が
確
認
す
る
ま
で
日
本
に
は
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
３
）

一
八
八
○
年
（
明
治
一
三
）
七
月
九
日
布
告
さ
れ
た
「
伝
染
病
予
防
規
則
」
に
は
「
此
規
則
一
一
称
ス
ル
伝
染
病
ト
ハ
虎
列
刺
、
腸
窒
扶
私
、
赤

痢
、
実
扶
的
里
亜
、
発
疹
窒
扶
私
及
上
痘
瘡
ノ
六
病
ヲ
云
う
」
と
明
記
し
、
発
疹
チ
フ
ス
の
名
も
ふ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
令
が
布
告
さ
れ

る
以
上
、
政
府
は
発
疹
チ
フ
ス
が
国
内
に
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

当
時
の
発
疹
チ
フ
ス
患
者
発
生
届
出
数
を
み
る
と
さ
き
の
「
内
務
省
衛
生
局
第
五
次
年
報
』
に
は
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
）
に
は
総
数
二

三
四
一
あ
り
、
患
者
は
「
堺
県
二
多
ク
、
七
月
及
上
十
三
年
二
月
ヨ
リ
六
月
に
至
ル
四
五
箇
月
間
ノ
患
者
二
百
十
一
人
ア
リ
テ
、
群
馬
県
〈
七

月
以
来
始
終
其
迩
ヲ
絶
タ
ス
：
．
…
八
月
九
月
〈
四
十
人
以
上
ノ
多
キ
ー
上
り
、
十
三
年
二
月
ハ
十
五
人
ノ
少
キ
ー
下
し
り
」
と
し
て
県
別
、
年

齢
別
に
患
者
数
を
示
し
て
い
る
が
、
注
に
「
堺
県
〈
監
獄
署
内
二
流
行
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
多
数
の
患
者
発
生
の
届
出
の
あ
る
中
で
、
。
ヘ
ル
ツ
は
『
弘
医
月
報
』
五
号
（
一
八
八
○
年
（
明
治
一
三
）
二
月
刊
）
に
「
予
〈

日
本
一
一
来
テ
ョ
リ
曽
テ
発
疹
窒
扶
斯
二
罹
ル
患
者
ヲ
見
ス
。
偶
々
内
務
省
報
告
ヲ
見
ル
ー
神
奈
川
兵
庫
等
ノ
地
方
二
発
疹
窒
扶
斯
ノ
発
顕
ア
ル

ヲ
証
ス
ト
錐
モ
予
固
二
之
ヲ
信
ス
ル
能
ハ
ス
。
加
之
両
症
（
腸
チ
フ
ス
と
発
疹
チ
フ
ス
）
〈
発
顕
ノ
機
転
全
ク
異
ナ
ル
カ
故
一
一
益
々
信
拠
ス
ヘ
カ

ラ
ス
。
乃
チ
腸
窒
扶
斯
〈
春
夏
秋
冬
ノ
別
ナ
ク
所
々
｝
一
散
発
ス
ト
錐
モ
、
発
疹
窒
扶
斯
ハ
獄
牢
、
船
艦
、
磯
謹
及
大
戦
争
等
ノ
中
二
於
テ
発
顕

シ
、
伝
播
ノ
勢
力
盛
ナ
ル
者
ト
ス
。
故
二
磯
鰹
熱
、
軍
陣
熱
、
獄
熱
ノ
名
ア
リ
」
と
言
っ
て
、
監
獄
内
の
流
行
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
に
か
か
わ

ら
ず
、
発
疹
チ
フ
ス
が
日
本
に
存
在
す
る
こ
と
を
か
た
く
な
に
否
認
し
て
い
る
。
ゞ
ヘ
ル
ツ
が
も
し
監
獄
を
訪
ね
て
い
た
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
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体
違
和
頭
痛
等
ノ
如
キ
前
駆
症
ア
リ
テ
後
チ
皮
層
乾
燥
口
渇
引
飲
便
秘
数
脈
熱
度
速
カ
ニ
大
進
シ
テ
設
氏
ノ
四
十
度
乃
至
四
十
一
度
二
至
ル
。

病
ノ
第
四
日
ヨ
リ
第
七
日
ノ
間
二
於
テ
大
小
不
斉
ノ
麻
疹
状
疹
ヲ
発
ス
。
此
疹
躯
体
二
多
ク
四
支
二
鮮
ク
手
指
ヲ
以
テ
之
ヲ
按
圧
ス
レ
ハ
其
色

消
散
、
放
テ
ハ
即
チ
復
シ
或
ハ
消
除
セ
サ
ル
者
ア
リ
。
…
…
然
し
ト
モ
腸
ノ
刺
衝
症
一
モ
ァ
ル
事
ナ
シ
。
…
…
」
こ
こ
に
は
チ
フ
ス
熱
と
あ
っ

て
腸
チ
フ
ス
と
も
発
疹
チ
フ
ス
と
も
命
名
さ
れ
て
い
な
い
が
、
獄
囚
間
に
流
行
し
、
「
麻
疹
状
疹
ヲ
発
ス
」
「
腸
ノ
刺
衝
症
一
モ
ァ
ル
事
ナ
シ
」

と
い
う
の
は
冬
季
と
は
い
え
発
疹
チ
フ
ス
の
可
能
性
が
高
く
、
当
事
者
も
発
疹
チ
フ
ス
を
疑
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
あ
と
に
述
べ
る

ベ
ル
ッ
が
日
本
で
最
初
に
発
疹
チ
フ
ス
と
診
断
し
た
患
者
も
獄
囚
で
あ
っ
た
こ
と
を
承
る
と
獄
熱
あ
る
い
は
監
獄
チ
フ
ス
①
の
胃
品
昌
巽
弓
冒
唾

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
当
時
全
国
的
に
監
獄
内
に
本
症
の
流
行
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
監
獄
以
外
に
も
患
者
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
大
学
の

病
院
を
訪
れ
る
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
ベ
ル
ッ
の
目
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
八
○
年
（
明
治
一
三
）
八
月
一
一
日
刊
『
内
務
省
衛
生
局
報
告
』
第
一
五
号
に
「
発
疹
窒
扶
斯
及
腸
窒
扶
斯
両
症
ノ
辨
識
」
と
題
す
る

一
文
を
掲
載
し
て
医
師
の
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
の
も
本
症
の
流
行
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
『
報
告
』
第
二
二
号
（
一
八
八

一
年
（
明
治
一
四
）
五
月
二
○
日
刊
）
に
は
、
ヘ
ル
ツ
述
「
目
下
東
京
二
流
行
ス
ル
発
疹
窒
扶
斯
ノ
略
説
」
と
ブ
ー
ヶ
マ
報
「
横
浜
病
院
治
療
熱
患

者
報
告
」
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
、
ヘ
ル
ツ
は
こ
の
年
の
初
め
に
東
京
市
ヶ
谷
監
獄
に
発
生
し
た
患
者
を
発
疹
チ
フ
ス
と
断
定
し
、
こ
れ
が
ブ

（
５
）

１
ケ
マ
の
報
告
と
と
も
に
「
医
学
ノ
知
識
ヲ
以
テ
本
病
ヲ
我
ガ
国
一
一
見
ダ
ル
」
最
初
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
載
る
蕾
ヘ
ル
ツ
の
記
事
は

経
験
し
た
症
例
の
報
告
で
は
な
く
一
般
的
な
記
述
に
と
ど
ま
る
。
ブ
ー
ヶ
マ
は
横
浜
病
院
に
入
院
し
た
熱
病
患
者
の
症
状
を
述
べ
、
そ
の
う
ち

二
名
の
死
者
を
剖
検
し
た
結
果
「
血
液
〈
凝
固
性
ヲ
失
ヒ
テ
流
動
形
ヲ
為
シ
、
胃
腸
ノ
粘
膜
、
肺
及
上
胸
膜
二
溢
血
斑
ヲ
見
ル
。
気
管
枝
ノ
粘

膜
一
一
充
血
ア
リ
…
：
．
脾
臓
〈
腫
大
セ
ズ
。
腸
ノ
孤
腺
及
上
聚
腺
二
液
ノ
彦
潤
ヲ
見
ス
。
又
腸
間
膜
腺
ノ
踵
大
甚
タ
著
明
ナ
ラ
ス
」
と
し
て
こ
れ

が
発
疹
チ
フ
ス
で
あ
る
こ
と
を
断
定
し
た
。

。
ヘ
ル
ツ
の
症
例
報
告
が
ほ
か
に
発
表
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
発
見
の
翌
年
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
三
月
二
七
日
発
行
の

冨
旨
胃
旨
侭
２
９
己
の
具
．
の
③
唖
の
房
呂
昌
宮
尾
ｚ
画
冒
時
‐
Ｆ
ぐ
陛
序
Ｈ
‐
冒
且
の
○
普
畠
ｇ
い
、
に
載
る
「
日
本
に
見
ら
れ
る
伝
染
病
」
と
題
す
る
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中
に
こ
の
時
の
症
例
に
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
部
分
の
拙
訳
を
試
み
る
。

こ
の
病
気
は
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ヒ
に
よ
る
と
日
本
列
島
に
は
全
く
知
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
私
は
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
世
紀

の
初
期
に
お
け
る
き
き
ん
の
時
の
流
行
病
に
つ
い
て
の
報
告
を
み
れ
ば
当
時
す
で
に
発
疹
チ
フ
ス
が
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
疑
を
い
れ
る

余
地
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
病
気
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
最
近
ま
で
約
二
○
年
間
す
く
な
く
と
も
大
都
市
に

は
な
く
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
各
地
方
か
ら
絶
え
ず
届
け
ら
れ
る
発
疹
チ
フ
ス
の
報
告
が
あ
る
が
こ
れ
は
疑
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
私
は
昨

年
の
春
こ
の
病
気
の
流
行
を
最
初
に
確
認
し
、
そ
の
蔓
延
し
て
い
く
の
を
観
察
す
る
こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
。
三
○
○
○
人
の
在
監
者

を
有
す
る
大
監
獄
で
発
疹
チ
フ
ス
の
す
べ
て
の
特
有
症
状
を
呈
し
た
二
人
の
使
用
人
が
病
院
に
収
容
さ
れ
た
。
そ
の
二
人
は
そ
の
後
の
経
過

も
診
断
を
確
か
な
も
の
に
し
た
。
警
察
に
届
出
さ
れ
た
。
私
は
監
獄
の
病
院
を
一
回
訪
ね
、
囚
人
の
多
く
に
こ
の
病
気
を
確
認
し
た
。
そ
の

死
亡
率
は
無
論
高
か
っ
た
が
そ
れ
に
つ
い
て
正
確
な
数
は
覚
え
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
こ
の
流
行
は
市
中
に
か
な
り
の
数
に
ひ
ろ

が
っ
た
。
病
院
に
二
九
人
が
収
容
さ
れ
た
が
多
く
は
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
二
人
が
死
ん
だ
。
市
か
ら
は
一
○
○

人
以
上
の
届
出
が
あ
っ
た
。
私
自
身
は
解
剖
を
し
な
か
っ
た
が
横
浜
で
ブ
ー
ヶ
マ
博
士
は
こ
の
時
腸
潰
瘍
の
欠
如
を
確
認
し
た
。
伝
染
は
多

く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
流
行
よ
り
少
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
内
科
病
論
』
に
も
「
発
疹
窒
扶
斯
餘
論
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
『
鼈
氏
内
科
学
』
に
．
八
八
一
年
（
明
治

一
四
）
東
京
市
ヶ
谷
監
獄
署
在
勤
医
士
二
名
ヨ
リ
発
疹
チ
フ
ス
’
一
罹
レ
ル
者
ア
ル
ノ
報
告
ヲ
得
テ
全
ク
本
症
タ
ル
ヲ
確
認
シ
タ
リ
キ
。
…
…
而

シ
テ
其
発
生
二
就
テ
検
探
ヲ
遂
ゲ
シ
ニ
、
始
メ
石
川
島
監
獄
署
ヨ
リ
遷
サ
レ
タ
ル
囚
人
之
二
罹
リ
同
監
獄
署
内
一
ヌ
ー
時
甚
シ
キ
流
行
ヲ
極
メ

タ
ル
事
ア
リ
。
又
該
署
ヨ
リ
囚
人
ヲ
兵
庫
及
姫
路
監
獄
二
送
リ
タ
ル
｜
ヨ
リ
病
毒
ヲ
彼
地
ニ
齋
ラ
シ
テ
市
中
二
伝
搬
セ
シ
事
ア
リ
シ
モ
幸
二
大

流
行
ヲ
為
ス
’
一
至
ラ
ザ
リ
キ
」
と
。
さ
ら
に
同
書
は
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
の
流
行
を
述
べ
て
い
る
。
．
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
東
京

二
於
テ
発
疹
チ
フ
ス
ノ
再
流
行
ヲ
来
タ
セ
シ
事
ア
リ
テ
本
所
避
病
院
二
於
テ
ハ
五
名
ノ
医
員
中
三
名
、
十
名
ノ
看
護
婦
中
九
名
之
一
一
感
染
セ

リ
」
と
。
そ
し
て
「
内
務
省
衛
生
局
ノ
報
告
ニ
ョ
レ
バ
年
々
殆
ソ
ド
本
症
ノ
多
少
散
発
セ
ザ
ル
事
ナ
シ
ト
雛
モ
、
予
ノ
推
察
ス
ル
所
一
言
レ
バ
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仔
細
二
之
ヲ
検
索
セ
ン
｜
ス
大
一
一
診
断
ノ
錯
誤
セ
ル
者
ナ
ル
事
ヲ
証
ス
ル
｜
一
足
ル
。
何
ト
ナ
レ
ハ
散
発
性
発
疹
チ
フ
ス
〈
容
易
二
来
ル
者
一
一
ア

ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

こ
こ
で
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
）
か
ら
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
）
ま
で
に
発
生
し
た
発
疹
チ
フ
ス
患
者
数
、
死
亡
者
数
と
死
亡
率
を
表
示

（
６
）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）
は
前
年
に
比
し
激
増
し
て
い
る
が
、
こ
の
年
兵
庫
県
神
戸
監
獄
署
お
よ
び
姫
路
分
署
に

大
流
行
が
あ
っ
て
、
前
年
に
は
わ
ず
か
二
四
人
死
者
一
○
人
で
あ
っ
た
の
が
同
年
は
患
者
二
、
八
一
二
人
死
者
三
○
一
人
を
出
し
た
。
一
八
八

六
年
（
明
治
一
九
）
は
日
本
に
お
け
る
本
病
の
最
も
流
行
し
た
年
で
あ
っ
て
「
同
年
一
月
一
四
日
大
阪
府
若
松
町
監
獄
二
本
病
患
者
三
名
ヲ
出

シ
、
三
月
一
日
マ
デ
’
一
二
五
九
人
ヲ
算
シ
、
堀
川
、
中
ノ
島
、
堺
、
奈
良
、
五
条
等
ノ
各
分
署
二
蔓
延
シ
、
三
月
一
六
日
マ
デ
ノ
総
患
者
四

五
一
人
一
一
及
く
り
。
監
獄
署
以
外
二
於
ケ
ル
同
年
ノ
総
患
者
〈
八
、
二
二
五
人
、
死
者
一
、
五
七
七
人
ニ
シ
テ
僅
一
一
奈
良
県
及
北
海
道
ヲ
除
ク

（
序
Ｉ
）

ノ
外
悉
ク
本
病
ノ
侵
ス
所
ト
ナ
レ
リ
」
と
あ
る
。
ど
の
年
の
流
行
の
時
も
監
獄
内
に
は
げ
し
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

季
，
》
匂
し
↑

｜
年
度
一
明
治
年
一
患
者
数
一
死
亡
者
数
一
死
亡
率
一
年
度
一
明
治
年

’

|’八 八八八八八八八八

八八八八八八八八七

七六五四三二一○九

へヘハヘヘヘヘヘへ

○九八七六五四三二
レンレゼ一四一一四

二八二三
、、、、

一
一
、

一
、

三
四
一

五
二
七

五
六
四

一
ハ
ニ
打
へ

四
一
二

四
五
九

三
○
二

二
二
五

四
八
七

六
○
一

三
六
○

一
五
三

一
九
四

一
二
○

四
四
五

三
六
五

一
、
五
七
七

四
四
八

二
五
・
六
七

二
三
・
五
八

二
七
・
一
三

三
○
・
八
四

二
九
・
一
三

一
二
・
八
六

一
五
・
八
六

一
九
・
一
七

一
八
・
○
一

八八八八八八八八八

九九九九九九九八八
六五四三二一○九八

へへへへへへへへへ

一一一一一一一一一

九八七六秀四三二一
レーー曹営軍一一一

｜
患
者
数
一
死
亡
者
数
一
死
亡
率
一

一
、
一
一
一
一
一

三
○
○

二
五
一

一
、
一
九
四

二
八
一

二
二
八

一
三
九

一
八
六

九
二

二
○
七

八
八

六
七

二
○
三

一
ハ
ー
ー

ー
ユ
ー
ハ

四
九

二
八

一
八
・
三
○

二
九
・
三
三

二
六
・
六
九

一
七
・
○
○

二
二
・
○
六

二
四
・
五
六

二
三
・
七
四

二
六
・
三
四

三
○
・
四
三
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こ
こ
で
発
疹
熱
に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
発
疹
チ
フ
ス
の
病
原
は
国
鳥
の
易
崗
印
。
ぐ
四
Ｎ
の
霞
で
キ
モ
ノ
シ
ラ
ミ

に
よ
り
媒
介
さ
れ
、
発
疹
熱
の
病
原
国
鳥
①
冒
旨
日
。
。
“
閏
は
ネ
ズ
ミ
ノ
ミ
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
発
疹
熱
は
発

疹
チ
フ
ス
に
く
ら
べ
経
過
も
短
か
く
症
状
も
軽
い
。
発
疹
チ
フ
ス
は
非
衛
生
的
環
境
の
も
と
に
群
集
が
生
活
す
る
ぱ
あ
い
冬
季
に
多
く
発
生
す

る
。
発
疹
熱
は
ノ
ミ
の
発
生
す
る
暖
季
に
流
行
す
る
と
い
わ
れ
る
が
両
者
が
同
時
期
同
地
に
発
生
し
た
例
も
あ
っ
て
両
者
を
鑑
別
し
が
た
い
こ

と
も
あ
る
と
い
う
。
現
在
は
ワ
イ
ル
・
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
反
応
、
補
体
結
合
反
応
等
に
よ
り
鑑
別
さ
れ
る
が
『
鼈
氏
内
科
学
』
に
は
発
疹
熱
の
病

名
は
未
だ
載
ら
ず
、
ウ
ィ
ダ
ー
ル
反
応
を
有
力
な
手
が
か
り
と
し
て
腸
チ
フ
ス
と
鑑
別
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
同
書
に
「
最
モ
其
奇
異
ナ
ル
ハ

其
伝
染
カ
ノ
勢
頗
ル
微
弱
一
一
シ
テ
綴
一
一
署
内
二
蔓
延
ス
ル
ノ
ミ
」
と
言
っ
て
い
る
そ
の
中
に
は
発
疹
熱
の
ぱ
あ
い
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
発
疹
チ
フ
ス
流
行
中
に
も
ご
く
軽
症
の
患
者
は
あ
っ
て
、
中
に
は
発
疹
を
み
な
い
者
も
あ
る
と
い
う
。

宮
本
叔
は
「
本
邦
に
従
来
発
疹
窒
扶
斯
の
流
行
あ
り
し
や
否
や
は
問
題
な
り
。
ベ
ル
ッ
氏
の
如
き
は
確
か
に
之
あ
り
し
と
説
け
ど
も
疑
は

（
９
）

し
」
と
し
て
発
疹
チ
フ
ス
と
思
わ
れ
た
患
者
を
剖
検
し
、
回
腸
部
に
潰
瘍
を
認
め
、
脾
臓
か
ら
腸
チ
フ
ス
菌
を
発
見
し
た
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、

一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
の
ぱ
あ
い
、
ブ
ー
ヶ
マ
も
二
例
の
剖
検
か
ら
腸
に
潰
瘍
を
認
め
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
こ
の
反
論
は
当
た
ら
な
い
で

た官り
Oー'、

一
八
八
九
年
（
明
治
一
三
）
神
奈
川
県
の
流
行
に
つ
い
て
当
時
視
察
の
た
め
出
張
し
た
内
務
技
師
中
浜
東
一
郎
の
注
目
す
べ
き
発
言
が
あ
る
。

「
経
過
〈
甚
タ
短
ク
発
病
後
二
三
日
一
一
シ
テ
姥
ル
、
モ
ノ
多
シ
・
：
：
．
熱
発
、
脳
症
、
伝
播
ノ
迅
速
ナ
ル
等
〈
他
ノ
疾
病
ノ
此
二
類
似
ス
ル
者
ナ

ク
。
：
…
本
病
〈
一
種
特
別
ノ
発
疹
病
ニ
シ
テ
未
タ
曽
テ
研
究
ヲ
経
サ
ル
者
ナ
ル
ャ
モ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
．
：
…
其
発
疹
〈
悉
ク
出
血
性
ナ
ル
ヲ
以
テ

（
８
）

出
血
性
発
疹
チ
フ
ス
ト
謂
フ
ヲ
適
当
ナ
リ
ト
思
考
ス
」
と
い
う
復
命
書
で
あ
る
が
こ
れ
は
悪
性
の
発
疹
チ
フ
ス
と
見
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
後
日
清
、
日
露
戦
役
に
際
し
帰
還
兵
を
感
染
源
と
し
て
軍
病
院
内
に
小
流
行
を
み
た
こ
と
が
あ
る
。
一
九
一
四
年
（
大
正
三
）
に
は
二

月
東
京
江
東
地
区
に
発
し
、
一
道
三
府
二
三
県
に
及
ぶ
七
、
八
二
八
人
の
患
者
を
糸
た
。
。
こ
の
時
急
速
に
関
東
、
東
北
、
北
海
道
に
ひ
ろ
が

り
、
七
月
ま
で
に
関
西
、
四
国
ま
で
少
数
の
患
者
発
生
を
象
た
。
こ
の
時
の
流
行
は
無
料
宿
泊
所
居
住
者
な
ど
生
活
程
度
の
低
い
者
に
多
か
つ
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と
諸
書
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ
で
見
る
と
一
二
年
か
ら
四
○
年
の
間
隔
を
置
い
て
い
る
。
現
在
麻
疹
は
日
本
で
は
数
年
毎
に
局
地
的
に
小
児
の

間
に
流
行
し
、
成
人
が
こ
れ
に
か
か
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
し
か
し
江
戸
時
代
に
は
こ
の
よ
う
に
長
期
の
間
隔
を
置
い
て
大
流
行
し
た
た
め
、

小
児
期
に
免
疫
を
獲
得
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
成
人
も
こ
れ
に
か
か
り
、
し
か
も
重
症
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
麻
疹
の
流
行
と

い
わ
れ
る
中
に
発
疹
チ
フ
ス
の
流
行
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
上
記
の
麻
疹
流
行
年
と
磯
鐘
年
と
合
致
す
る
と
こ
ろ
か

ベ
ル
ッ
が
「
今
世
紀
の
初
期
に
お
け
る
磯
謹
の
時
の
流
行
病
に
つ
い
て
の
報
告
を
み
れ
ば
当
時
す
で
に
発
疹
チ
フ
ス
が
存
在
し
た
こ
と
に
疑

を
い
れ
る
余
地
が
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
は
発
疹
チ
フ
ス
が
磯
鐘
チ
フ
ス
餌
巨
侭
①
貝
茗
ぽ
い
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
磯
蝕
に

際
し
て
流
行
し
た
例
は
外
国
に
も
ぶ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
江
戸
時
代
磯
謹
の
時
、
重
症
麻
疹
の
流
行
と
い
わ
れ
る
中
に
発
疹
チ
フ
ス
の
流
行

が
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
外
国
で
は
発
疹
チ
フ
ス
の
流
行
が
痘
瘡
、
猩
紅
熱
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
麻
疹
が
大
流
行
し
た
の
は

あ
ろ
う
。一

六
五
○
年
（
慶
安
三
）

一
六
九
○
’
九
一
年
（

一
七
三
○
年
（
享
保
二

一
七
五
三
年
（
宝
暦
三
）

一
七
七
六
年
（
安
永
五
）

一
八
○
二
年
（
享
和
二
）

一
八
二
四
年
（
文
政
七
）

一
八
三
六
’
三
七
年
（
一

一
八
六
二
年
（
文
久
二
） （

天
保
七

（
元
禄
三
・

五
）

●

八
一

四
一ノ
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（
ｍ
）

ら
『
内
科
医
範
』
で
は
「
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
凶
年
に
発
疹
チ
フ
ス
が
流
行
し
た
事
は
疑
う
余
地
が
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
必
ず
し

も
磯
鰹
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
な
く
と
も
当
時
の
衛
生
環
境
を
思
え
ば
、
発
疹
チ
フ
ス
の
流
行
を
想
定
す
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ

（
ｕ
）

を
確
証
す
る
資
料
は
見
つ
か
ら
な
い
。
た
と
え
ば
浅
田
宗
伯
著
『
橘
黄
年
譜
』
に
は
当
時
の
麻
疹
患
者
の
い
ろ
い
ろ
な
症
状
が
述
べ
ら
れ
て
い

て
、
そ
れ
ら
は
発
疹
チ
フ
ス
を
疑
わ
せ
る
が
、
こ
れ
を
決
定
づ
け
る
き
め
手
は
な
い
。

（
５
）
富
士
川
勝
『
日
本
医
学
史
」

（
６
）
内
務
省
衛
生
局
『
大
正
一
言

同
汪
〕

（
１
）
厚
生
省
医
務
局
「
医
制
百
年
史
』
昭
和
五
十
一
年
九
月
。

（
２
）
『
内
務
省
衛
生
局
雑
誌
』
第
一
号
、
明
治
九
年
四
月
。

（
３
）
厚
生
省
医
務
局
『
医
制
百
年
史
資
料
編
』
昭
和
五
十
一
年
九
月
。

（
４
）
国
辱
の
胃
《
己
３
①
司
呂
の
旨
惹
冨
固
く
ｏ
詩
○
日
目
㈹
且
①
回
目
序
言
ｏ
畠
胃
画
昌
言
胃
ロ
雪
）
冨
旨
胃
旨
品
①
国
号
吋
ご
ｇ
《
．
⑦
の
い
の
房
号
昌
崗
．
ｚ
創
冒
『
’

二
．
ぐ
○
の
一
再
鳥
匡
昌
烏
○
い
国
巴
①
易
鱒
圏
〕
届
罵
〕
幹

（
７
）

（
８
）

（
９
）

、
ｎ
Ｕ
ノ

〆
可
上
」

（
ｕ
）

宮
本
叔
「
近
時
流
行
の
発
疹
窒
扶
斯
に
就
て
」
『
東
京
医
事
新
誌
』
一
八
六
四
、
一
八
六
五
号
、
大
正
三
年
。

中
浜
東
一
郎
・
菅
之
芳
『
内
科
医
範
』
明
治
一
八
年
刊
。

『
橘
黄
年
譜
』
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
葵
文
庫
蔵
。

こ
こ
に
「
監
畳

注
６
と
同
書
。

示
す
。

「
監
獄
署
以
外
一
一
於
ケ
ル
同
年
ノ
総
患
者
〈
八
、

『
大
正
三
年
度
発
疹
窒
扶
私
流
行
誌
』
大
正
五
、
但
し
こ
の
表
で
一
八
七
九
’
八
一
年
は
同
年
七
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
の
数
値
を

二
二
五
人
」
と
あ
る
の
を
ゑ
る
と
監
獄
内
患
者
は
表
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
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ErwinBaelzandTyphus
by

HiroshiYASUI

IntheIstandllndReportsoftheNaimush6HygieneDepartmentinl877,typhuswasnotedas

oneoffiveinfbctiousdiseases.Butafterthat,itwasnotalwaysdesignatedasinfbctious,becausekno-

wledgeofinfbctiousdiseaseswasnotaccurateinJapan.:InthelnfbctiousDiseasePreventiveMeasures
ツフ

publishedinl880,typhuswasdesignatedasoneofthem,sotheJapanesegovernmentmusthave

recognizedthattyphuspatientswereobservedmostlyinprisonsonly.Underthesecircumstances,E.

Baelzcouldnptestablishtheexistenceoftyphuspatientsinthiscountry.Ifhehadvisitedaprison

befbre,hevisitedlchigayaprisoninTokyoinFeb.1881finally,andfbundtwotyphuspatientsthere.

Atthesametime,BeukemafbundmanypatientsinahospitalinYokohama,andheldautopsieson

twocorpses.ThesereportsofBaelzandBeukemaareacceptedasthefirstonesaboutthisdisesein

Japanreportedwithmedicalknowledge.

Thereaftermanypatientsoftyphuswerereported.Inl886,morethaneightthousandpatients
wereobservedandonethousandfivehundredofthemdied.

Baelzsaidthatsporadictyphuswasrareingeneral.Sotheremighthavebeensomeendemicsof

murinetyphusfbverdescribedastyphus.ThepathogenoftyphusisRickettsiaProvazekicarriedby
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Pediculushumanscorporis,asortoflouse,andthatofmurinetyphusisRickettsiamoosericarriedby

theratHea.Butthesetwodiseasescouldnotbediffbrentiated,becausethevbrokeoutsometimesat
‘

thesameplacesimultancously.

Baelzsaidthatthetyphuspatientswerefbundundoubtedlyinthebeginningofthel9thcentury

inJapan.Thiswasprobably,thesocalledepidemicofmeasles.Theysay,inthefaminedaysofthe

Yedoera,measlespreadviolentlyamongnotonlychildren,butalsoadults.Thisfactconvincesus

thattheepidemicwastyphus,butwehavenoprooftodenymeasles.
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